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※中古住宅を購⼊する場合は、【フラット３５】Ｓをご利⽤いただけます。 

※レッドゾーンは全国で約55万箇所ありますので、事前にお調べいただいたうえでお申
込いただきますよう、お願いいたします。

※2021年９⽉以前に設計検査を申請されたお客さまは、⼟砂災害特別警戒区域内でも
【フラット３５】Ｓをご利⽤いただけます。
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2021年10⽉以後の設計検査申請分より、⼟砂災害特別警戒区域
（通称︓レッドゾーン）内で新築住宅を建設または購⼊する場合、
【フラット３５】Ｓがご利⽤いただけなくなります。

⼟砂災害特別警戒区域（通称︓レッドゾーン）内で
【フラット３５S】利⽤予定での仮承認となっている
案件がありましたら、９⽉中に設計検査の申請を⾏って
ください。

⼟砂災害特別警戒区域（通称︓レッドゾーン）は更新さ
れるため、審査時には区域外であったとしても、設計検
査の申請時には対象区域となってしまう可能性がありま
す。

「【フラット35】S」の適⽤を前提に仮承認となった案件が、実⾏直前に「【フラット35】
S」の適⽤無しとなる場合、再審査となり、その結果、不承認となる恐れがあります。

新規の申込みだけではなく、すでに仮承認済の案件も含めて、設計検査の申請が2021年10
⽉以降となる案件に関してはご注意ください。
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